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派遣パートユニオンから 

派遣一揆・ヤンマーの乱、これからが本番！ 
ヤンマー：９月16日からの直雇用＝期間従業員（最長２年11ヶ月）労働条件を提示！ 

 
〈新たな雇用不安を生む直接雇用条件〉 
７月１５日、派遣先ヤンマーに正社員化などの要求書提出(前号掲載)以降、攻防戦は続いています。 
ヤンマーびわ工場では、８月５～７日、派遣社員を直雇用＝新たに設置した期間従業員制度にする条件

説明会を行いました。その雇用期間は、最初は５ヶ月、継続された場合は６ヵ月、最長２年１１ヶ月で首

という有期雇用です。新たな雇用不安を作り出すだけです。要求は、期間従業員（最長雇用期間２年１１

ヶ月）でなく、期限の無い雇用＝正社員にせよというものです。 
８月１９日の団交で、「寮の保障」と「各派遣会社間、労働組合加入するか否かによる差別的扱いをしな

い」との回答は得たものの、肝心の賃金をはじめとする労働条件はまったく納得いかないものでした。ま

た、組合活動規制の内容を含んだ誓約書提出に関して追及しました。 
 
〈８月８日、ヤンマー本社で抗議宣伝行動！〉 
管理職ﾕﾆｵﾝの組合員の協力も得て、20 名ほどで８月８日早朝より梅田の本社前でビラまき抗議行動をし

ました。ﾊﾝﾄﾞﾏｲｸでﾔﾝﾏｰの違法行為、正社員化要求、松下ＰＤＰの高裁判、派遣法の問題点や撤廃などを訴

えました。ﾔﾝﾏｰ本社が１１０番したのか曽根崎署の警官が「近所からﾏｲｸがうるさい」との苦情が出ている

と来ました。ﾔﾝﾏｰの事務職組合の元役員と名乗る人が「ビラまきするならなぜ事前に連絡しないのか」と

文句を言ってきました。どちらも丁寧に対応して予定の抗議宣伝行動は無事終えました。 
 

〈8月21日、厚生労働省、日本経団連へ要請行動〉 

偽装請負･違法派遣を告発した当事者たちを中心とする非正規労働者のネットの行動です。派遣ﾊﾟｰﾄﾕﾆｵﾝ

からはｴﾈｹﾞｰﾄと闘う吉岡誠一さん、ﾔﾝﾏｰと闘う佐々木・上野さんが参加しました。厚労省に対しては「直

接雇用が有期雇用でなく、期間の定めの無い雇用にして労働者の権利を守るように要請」しました。記者

会見後、経団連へ、そして夕方からは「松下ＰＤＰ偽装請負問題･最高裁完全勝利決起集会」にも参加しま

した。 
〈ヤンマーへの直雇用を前に、労働組合活動規制の誓約書強要〉 
ヤンマーは、直雇用に当たって誓約書の提出を９月１日までとしていました。この内容は、配布もして

いない期間従業員就業規則等の指示命令を遵守し、規律の厳守をするとの記載、組合活動規制を認めるよ

うな記載など、事細かな制限や処分を了解させるようなものです。 
これに対抗し、滋賀労働局に対して「法違反を犯したヤンマーは無条件で直接雇用をするように指導す

るように」との申し入れをしました。結果は、期間従業員就業規則は（期間従業員が存在しない）企業内

組合の承認をもらったとして、提出締切日を延期したものの、９月５日配布、提出を１２日延期しました。

この件で団交申し入れ中です。 
〈新たに３名が加入し７名で、派遣一揆ヤンマーの乱の始まり〉 
新たに加わった組合員の慰労金、ﾔﾝﾏｰへの直雇用にいたる経過等を議題とする団体交渉を派遣会社ビワ

インダストリー㈱と行った。ﾔﾝﾏｰの派遣会社を無視したやり方、移籍費等に対して、ここでは控える話も

出ました。 
 
９月１６日の直雇用までの攻防、その後の闘い、「有期雇用、最長２年１１ヶ月」との闘いとなります。

製造業派遣の撤廃、派遣法そのものの撤廃に向かう当面の改正運動を意識した闘いと結びつけてをがんば

りたい。管理職ユニオンの皆さん注目し支援ください。         （９／５記 仲村実） 
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１９８６年、職業安定法の労働者供給事業禁止の例外として、労働者派遣法が施行され、専門性の高
い１６業務に対して労働者派遣が認められましたが、１９９９年に対象業務の原則自由化（ネガティブリスト
化）がなされ、２００４年には、製造業の派遣も解禁されました。その結果、急激に派遣労働者が増加し、
正社員と同じ労働を行いながら、賃金は１/２以下という格差が生まれてきています。最近では、日雇い
派遣禁止の法案化の動きもありますが、私たちは、まず労働者派遣法を１９９９年以前の状態に戻すこと
を、すなわち２６業務のみのポジティブリスト化を強く要求するものです。 
 また、ほとんどの派遣労働者は、登録型の派遣であり、派遣先の契約が打ち切られれば、失業をすると
いう状態におかれ、派遣先と派遣元との短い細切れ雇用で働くケースが多くなっています。 
 このような中、派遣社員としてどのような知識を持っていれば、生き残ることが出来るのか？ 
職場で起こる労働問題に対して、派遣元や派遣先とどのように対峙できるのか？ 労働者派遣法や労働
法の活用を弁護士の先生にお話頂き、また派遣パートユニオン・関西で扱った事例を紹介し、派遣社員
として生きぬく方法を考えて行きます。 

【内容】   

    第１部 派遣社員として生きていくための、労働法。 
              労働者派遣法、労働基準法、労働組合法等と派遣社員  
    第２部  派遣社員として生きていくためのノウハウと事例紹介 
          派遣パートユニオン・関西 組合員など 
    第３部   参加者からの問題提起や質問 

【日時】：２００８年９月２１日（日）          

１３：３０ ～ １６：００ 

【参加費】：無料 

【場所】：福島区民センター     

   住所 〒553-0006 大阪市福島区吉野3-17-23   
   地下鉄/千日前線「野田阪神駅」下車、７番出口上がる。 
   東西線「海老江駅」、阪神「野田駅」、徒歩５分。 

 
 
 
【問い合わせ先】 

 
 
 
 
 
 

アルバイト･派遣・パート関西労働組合 （派遣パートユニオン・関西） 
〒530-0044 大阪市北区東天満２-２-５ 第二新興ビル ６０５号 

   TEL 06-6881-0110    FAX 06-6881-0782 
    sodan@ahp-union.or.jp http://www.ahp-union.or.jp 

京都・滋賀事務所 
〒600-8148 京都市下京区飴屋町２３９－２（七条東洞院北角）ORK ビル 5F 

   TEL 075-343-3003    FAX 075-353-4334 
神戸事務所 

〒650-0017 神戸市中央区楠町２－２―１３ 楠ビレッジ １F 
   TEL&FAX  078-360-0450   

-----派遣社員として生きぬく知識やノウハウを得ませんか？------ 

http://www.mu-kansai.or.jp/
http://www.mu-keiji.gr.jp/
mailto:sodan@ahp-union.or.jp
http://www.ahp-union.or.jp
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 入 組 合 員 学 習 会 
９/27（土）14 時～16 時 次回は１０／25【土】です  管理職ユニオン事務所 
管理職ユニオン・関西とは、どのような労働組合なのか？ 組合の活用法、リストラ対応策、団体交渉

の進め方、事務所での対応などについて学習します。悩んでここに駆け込んだのはあなただけではない事

を知り、実体験を語り合うことによってストレスを発散し、会社社会とは全く違う集まりを実感します。

そして、それぞれが抱える問題を考え、どのように解決していくのか、アドバイスを受けながら客観的に

考える機会でもあります。 
新入組合員の方は必ず参加して、より早い解決を目指しましょう。 

今まで参加していない組合員の方もぜひ参加してください 
 

http://www.mu-kansai.or.jp/
http://www.mu-keiji.gr.jp/



